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秋田県条件付き一般競争入札公告（総合評価落札方式） 新旧対照表

秋田県条件付き一般競争入札公告（総合評価落札方式）の一部を次のとおり改正す

る。（単体と特定ＪＶについて共通）

新 旧

（共通・工事・単体、特定ＪＶ） （共通・工事・単体、特定ＪＶ）

前 略 前 略

４ 技術提案等の履行の確保 ４ 技術提案等の履行の確保

（１）落札者が提示した 施工計 （１）落札者が提示した簡易な施工計

画や技術提案、実績等評価項目のうち 画や技術提案、実績等評価項目のうち

履行義務を伴うもの（以下「技術提案 履行義務を伴うもの（以下「技術提案

等」という。）が不履行の場合には、 等」という。）が不履行の場合には、

発注者と落札者との間で責任の所在を 発注者と落札者との間で責任の所在を

協議するものとする。 協議するものとする。

中 略 中 略

５ 入札参加資格確認申請等 ５ 入札参加資格確認申請等

中 略 中 略

（３）技術資料の提出 （３）技術資料の提出

入札に参加しようとする者は、入札 入札に参加しようとする者は、入札

参加資格確認申請書等の提出の際に、 参加資格確認申請書等の提出の際に、

発注概要書に示す技術資料を併せて提 発注概要書に示す技術資料を併せて提

出するものとする。なお技術資料は、 出するものとする。なお技術資料は、

次により取り扱うものとする。 次により取り扱うものとする。

①技術資料の作成等に要する費用は、 ①技術資料の作成等に要する費用は、

入札者の負担とする。 入札者の負担とする。

②技術資料の提出後における内容の変 ②技術資料の提出後における内容の変

更は認めないものとする。 更は認めないものとする。
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③技術資料の返却は行わないものとす ③技術資料の返却は行わないものとす

る。 る。

④ 施工計画及び技術提案を求め ④簡易な施工計画及び技術提案を求め

る場合にあっては、その内容について る場合にあっては、その内容について

は公表しないものとする。 は公表しないものとする。

（４）入札参加者の確認 （４）入札参加者の確認

※企業実績評価型の場合 ※簡易型 の場合

中 略 中 略

８ 技術資料の審査 ８ 技術資料の審査

※企業実績評価型の場合 ※簡易型 の場合

中 略 中 略

（３）（２）において、入札価格に基

づく価格点と入札者の自己評価に基づ

く技術評価点を加算した総合評価点の

最も高い者が２者以上であるときは、

秋田県公共事業電子入札運用基準第１

６に定めるくじの方法により順位を決

定し、最上位者について技術資料の審

査を行うものとする。

（４）（２）、（３）の審査の結果、総 （３）前項 の審査の結果、総

合評価点の第１位の者に変動が生じた 合評価点の第１位の者に変動が生じた

場合は、変動後の総合評価点の最も高 場合は、変動後の総合評価点の最も高

い者について（２）、（３）の審査を行 い者について前項 の審査を行

い、総合評価点の第１位の者が決定す い、総合評価点の第１位の者が決定す

るまで同じ作業を繰り返すものとす るまで同じ作業を繰り返すものとす

る。 る。
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（５）契約担当者は、入札者が１者で （４）契約担当者は、入札者が１者で

あった場合は、技術資料の審査を省略 あった場合は、技術資料の審査を省略

することができるものとし、その場合 することができるものとし、その場合

は、入札価格に基づく価格点と入札者 は、入札価格に基づく価格点と入札者

の自己評価に基づく技術評価点を加算 の自己評価に基づく技術評価点を加算

した総合評価点をもって第１位の者と した総合評価点をもって第１位の者と

する。 する。

※施工計画型、技術提案型の場合 ※施工計画型、技術提案型の場合

（１）技術資料の審査は、技術資料記 （１）技術資料の審査は、技術資料記

載事項の確認、評価項目及び評価基準 載事項の確認、評価項目及び評価基準

との照合、 施工計画又は技術提 との照合、簡易な施工計画又は技術提

案の妥当性について行うものとし、原 案の妥当性について行うものとし、原

則として、ヒアリングは実施しない。 則として、ヒアリングは実施しない。

ただし、契約担当者が必要と認めた場 ただし、契約担当者が必要と認めた場

合は入札者に説明を求めることができ 合は入札者に説明を求めることができ

る。 る。

中 略 中 略

９ 落札者の決定方法 ９ 落札者の決定方法

※企業実績評価型の場合 ※簡易型 の場合

（１）予定価格の制限の範囲内で入札 （１）予定価格の制限の範囲内で入札

した者のうち、８（２）、（３）に基づ した者のうち、

く技術資料の審査後の総合評価点が最 技術資料の審査後の総合評価点が最

も高い者を落札候補者とする。 も高い者を落札候補者とする。この場

合において、総合評価点が最も高い者

が２者以上であるときは、電子入札運

用基準第１６に定めるくじの方法によ

り順位を決定し、最上位者を落札候補

なお、入札者が１者であっ 者とする。なお、入札者が１者であっ
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た場合は、８（５）に基づくの第１位 た場合は、８（４）に基づくの第１位

の者を落札候補者とする。 の者を落札候補者とする。

中 略 中 略

（３）（２）によって落札者が決定し （３）（２）によって落札者が決定し

なかった場合は、予定価格の制限の範 なかった場合は、予定価格の制限の範

囲内で入札した者のうち、８（２）に 囲内で入札した者のうち、

基づく審査後の総合評価点が当該落札 総合評価点が当該落札

候補者の次に高い者（該当する者が２ 候補者の次に高い者（該当する者が２

者以上である場合は８（３） の方法 者以上である場合は（１）後段の方法

により最上位者を決定する。ただし、 により最上位者を決定する。ただし、

８（３）の くじにより決定され 当該落札候補者がくじにより決定され

た者である場合は当該くじの次順位者 た者である場合は当該くじの次順位者

とする。）を落札候補者とし、（２）の とする。）を落札候補者とし、（２）の

確認等を行うものとする。第 確認等を行うものとする。

中 略 中 略

１２ その他 １２ その他

中 略 中 略

（５）低入札価格調査制度の運用につ （５）低入札価格調査制度の運用につ

いては、秋田県低入札価格調査取扱要 いては、秋田県低入札価格調査取扱要

綱及び秋田県低入札価格調査取扱実施 綱及び秋田県低入札価格調査取扱実施

要領によるほか、次によるものとする。 要領によるほか、次によるものとする。

※企業実績評価型の場合 ※簡易型 の場合

以下 略 以下 略の簡易型における入札者が１

附 則

１ 令和６年１０月１日以降に入札公告を行う建設工事について適用する。


